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笑顔☆かがやく  芦屋市立山手小学校長 浅野 晋司 

☆ 1年の折り返しです…勉強はなぜ必要なのでしょうか？ 

「なんで勉強しなければいけないの？」 校長室によく訪ねてく

る子どもたちから受ける質問の一つです。皆さんはどう答えます

か？私の答えは至ってシンプルで、「学ぶ」ことは自由になるため

の準備ということです。 

 

「学ぶ」ことの一つ目の意味は、自分の中に「使える道具」を増

やすことです。例えば、プログラミングを覚えれば、自分でゲーム

を作ったりロボットを動かしたりすることができます。英語が話せ

るようになれば、世界中の人とつながることができ、たくさんの情

報や仕事につながることができます。 歴史をきちんと理解すると、

過去の成功や失敗から、これからの自分の人生においてより良い選択ができるようになります。  

「学ぶ」ことの二つ目の意味は、自分の持ち道具(アイテム)を増

やすことです。例えると、絵の具の色をどんどん増やしていくよう

なものです。「三色あれば色は作れるやん!」という考え方は間違い

ではありませんが、色が増えれば、もっと豊かで楽しい絵を描くこ

とができます。音楽なら、たくさんの音を使って美しいメロディが

奏でることができるようになります。  

 

「学ぶ」ことには、もう一つ大切な目的があります。「他の人の気持ちや考えを理解する力」

を育てることです。 心理学ではこれを「心の理論」と呼んでいます。 

「心の理論」とは、たとえば「あの人は今どんなことを考えてい

るんだろう？」、「お友達はどんな気持ちでいるのかな？」と想像す

る力のことです。この力があると、友達や家族と仲良くしたり、み

んなで協力したりすることが上手くなります。この力は、特に小学

校の低学年の時期に飛躍的に伸びることが分かっています。 

逆に、この力がまだ十分に育っていないと、友達関係や学校生活

で困ることが出てきやすいのです。さまざまな知識や経験があると、

自分と異なる立場の人や、文化が異なる人とも理解し合うことがで

きるようになります。つまり、学ぶことの究極の目的は「自由になるための準備」であり、自

由に生きていくための道具をたくさん手に入れることなのです。 

 

しかし、間違ってはいけません。「自由」とは単に「好きなことを好き勝手

する」という意味ではありません。自分の生き方は自分で考え、判断し、責任

を果たして自分の生き方を決める、そのための力を「学校」でも手に入れると

いうことです。 

だから、古代ギリシアの時代から、学びは「人間を自由にする技(Liberal 

Arts)」と言われていました。まずは「学ぶことの意味」をもう一度考えまし

ょう。「学び」がテストで良い結果を取るためだけではないことを。「学び」の

目的は、自由に生きるために、そして人とつながるためにあるということを。 
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◆１０月行事予定   

 

◆１１月の主な予定  

 ４日（火）全校朝会、委員会 

１１日（火）修学時健診１３：３０～ 

２１日（金）こども音楽会 

２２日（土）音楽会  ※２５日(火) 代休日 

２７日（木）月曜時間割 

２８日（金）１年生以外１３：３０下校（校内研修会のため） 

 

◆ 学校付近の駐停車禁止のお願い  

日頃からお車でのご来校はご遠慮いただいております。学校付近の道路における駐

停車は、周辺住民の方々へのご迷惑になります。芦屋警察署からの指導もありますが、

学校周辺は駐停車禁止です。ご理解の上、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

◆人権参観について  

１０月は人権月間です。３１日にはふれあい人権参観を実施し、授業を通して人権

について保護者の方といっしょに考える機会とします。詳細は、９月１１日付配布の

「ふれあい人権参観について」をご覧ください。また、当日は、東門付近に駐輪スペ

ースを設けます。ご多用とは存じますが、ご参観くださいますようお願いいたします。 

１日（水）人権月間、５年校外学習（弁当）※雨天決行 

２日（木）ペア活動 

３日（金）４年宿泊学習①、給食試食会③ 

４日（土）４年宿泊学習② 

６日（月）４年代休 

 ７日（火）５年味覚の授業 

 ８日（水）１年遠足（弁当）※雨天決行 

９日（木）２年校外学習（弁当）※雨天決行 

１０日（金）歯科検診２次（全）１３：３０～ 

１５日（水）登校指導 

１６日（木）ペアタイム（前日準備） 

１７日（金）児童会行事 

２０日（月）脊柱検査２・３次（５年対象児童のみ） 

２１日（火）なかよし運動会（１年）、クラブ 

２２日（水）不審者対応訓練 

２４日（金）４年生以外１３：３０下校（校内研修会のため） 

２７日（月）児童集会、児童会選挙告示、なかよし運動会予備日（１年） 

２８日（火）音楽会会場設営 

２９日（水）音楽会特別時間割開始 

３１日（木）ふれあい人権参観（１～３時間目） 

家庭数 


